港湾環境整備計画認定審査表
	審査項目
	適・否

	（港湾法第51条の２第1項第１号関係）
１．当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること。
	
適・否

	（港湾法第51条の２第1項第２号関係）
２．当該港湾環境整備計画の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。
	
適・否

	（港湾法第51条の２第1項第３号関係）
３．当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
	適・否

	（港湾法第51条の２第1項第４号関係）
４．当該港湾環境整備計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
	適・否


港湾環境整備計画認定理由

１．当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること。
　　➣・・・・・・・・・・・・・・
　　➣・・・・・・・・・・・・・・
　　　
２．当該港湾環境整備計画の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。
➣・・・・・・・・・・・・・・
　　➣・・・・・・・・・・・・・・

３．当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
➣・・・・・・・・・・・・・・
　　➣・・・・・・・・・・・・・・　

４．当該港湾環境整備計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
➣・・・・・・・・・・・・・・
　　➣・・・・・・・・・・・・・・


　以上により、港湾法第51条の２第１項各号に掲げる要件に適合しているため、○○株式会社から提出のあった港湾環境整備計画を認定するものである。
